
2024年 9月

「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」に基づ

く休眠預金により支払われる職員の人件費水準の公開について

特定非営利活動法人

森林セラピーソサエティ

標記の件に関し、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関

する法律」に基づき2024年度案件として実施する事業につき、休眠預金を原資として

支払う人件費水準については以下の通 りです。

3,500円 /Π寺間～11,400円 /日寺間

なお、理事 。監事 。委員による業務従事単価については、本法人理事会決議 (令和3年

5月 30日 )に基づき、国の定める「謝金の標準支払基準」 (平成27年 3月 6日 各府省等

申合せ)第 2支払基準 (別表1)(月」表2)を準用することとしている。

以 上



(参考)

理事会決定

令和3年5月 30日

役員等の報酬に関する規定

特定非営利活動法人 森林セラピーソサエティ

(目 的)

第 1条 本規定は特定非営利活動法人森林セラピーソサエティ (以下、「ツサエティ」とぃ

う。)の社員、理事、監事 (以下、「役員等」という。)の報酬に関する事項は、令和 3年 5

月 30日 の理事会決定に基づく本規程の定めるところによる。

(報酬の種類 )

第 2条 定款第 18条に定める役員等の報酬の内、この規定では実際に業務に従事したこと

への費用弁償的性格のものについて定めることとし、次の各号による。

1)会議出席手当 (者呂内の場合は、交通費を含んだものとし、都外についてはその都度定め

るものとする。業務弁償金としての性格を有する。)

2)講演会謝金 (フ ォーラム等で特定時間枠を指定して単一の講義、講演を行う場合に支払

うものとする。)

3)助言及び業務遂行謝金 (業務出張に伴う助言、ワークショップの実施その他支援業務を

合む。)

4)そ の他、依頼する業務の内容により理事長が必要と認めた謝金

2そ の金額は、国の定める「謝金の標準支払基準」(平成 27年 3月 6日各府省等申合せ)

に準拠した時間単価によるものとし、単価表は別に定める。

(業務弁償金)

第 3条 役員会等の会議出席に関しての業務弁償金は、前条第 1号から第 3号に定める報酬

に含まれるものとする。

2第 4号でいう業務の内容によっては、対象となる役員等の個別の事情を勘案して業務十

字で損失被害を与える額に応じて、理事長が定める適当な額とする。出演した時は爾後の理

事会において報告しなければならない。

(旅費交通費の支払い )

第 4条 業務において必要な旅行をしたときは、職員の旅費規定に従って算出した金額を支

給する。実費精算に係る証憑書類が算出金額を下回る場合は、その限りで支払うものとする。

ただし、航空便の使用の要否については出張者の申し出に基づくものとする。

2航空機はビジネスクラス、船は 1等船室、グリーン車等、特別車両に搭乗乗船乗車した時

は、領収書等の証憑書類に基づき、支払うものとする。グランクラス等の特上クラスを利用

した時は、その利用料は支払わない。



(通勤交通費の取扱い )

第 5条 役員等のソサエティ事務局への登庁に要する交通費はその実費を支払う。駐車場

の利用料も合むものとする。

第 6条 本規定に定めのない事項は理事会において協議し、決定するものとする。

(参考)「謝金の標準支払基準」(平成 27年 3月 6日 各府省等申合せ)抄

第 2 支払基準

1 会議出席謝金支払基準

懇H災会等行政還営上の会合 (以下「会合」という。)への出席に対する会議出

席謗金の日顔及び時間単価は、原則として別表 1の標準単価を適用する。
会合の主催者や影響度等を考慮し、別表 1の備考を参考として、依頼する職名

どとに別表 1の職名に対応する標準単価の中から適宜単価を選択する。
ただし、聴名によらず―伸の単価を設定する会合にあっては、別表 1の標準単

価の中から、通宜 (日 額と時間単価は区別する)単価を選択する。

【別表 1】

(単位 :円 )

(令和 6年 3月 5日 改訂)

2. 酪演等閉金支払基準

言脅演会・研修等において購演や講義を行う諮師等に対する請演帥金及び会議等
への出席とは別に来所して助雷等を行う協力者に対する助言閉金は、原則として

別表2の標準単価を適用する。

依頼内容、依頼先の知名度を考慮し、別表2の分野別職位等を今考として、①
から①までの標準単価の中から速宜単価を選択する。

【別表2】

(単位 :円 )

軸名別

区分

標準単価

会長 委員 (a風 )・ 臨時強A 幹事・専門委員

日碩 時間単価 日観 時間単価 日観 時間単価

① 22,800 11,400 10,700 9,800 17,800 8,900

② 20,600 10,300 17,800 8,900 15,700 7,801)

③ 18,500 9,200 lS,100 8,000 13,700 6,S00

④ 16,400 8,200 14,000 7,000 11,700 5,800

⑤ 14,400 7,200 12,Ooo 6,000 9,7(lll 4,800

③ 12,300 6,100 9,900 4,900 7,6()() 3,800

⑦ 10,300 5,100 7,900 3,900 5,600 2,800

標準単価 分野″l磯位韓

区 分 時間単価 大学の職位

大準の感位にあ

るをの平均臓お艤

年敏

民間
地方公共嗣体

等

① 11,400 大学単長級

17年 以上

会長・社長

役員級

知事

長

市町村
② 0,800 大学副学長級

③ 8,300 大学学部長級

④ 7,900 大学教授級 1 工場長搬 部長級

⑤ 7,000 大学教授級 2
12年 以上

部長級

⑥ G,100 大学准教授撤 R鶏長級 E累長級

② 5,200 大学講師級

12年未満

課長代理級 室長級

③ 4,600 大学助敬・助手級 係長・主任級 H黒長補佐級

⑨
8,000 大学助手級以下

1
係員 1 れ黒員 1

⑩
2,600 大学助手級以下

2
係員2 課員 2

①
1,600 大学助手級以下

3
係員 3 F果 員 3

(令和 6年 3月 5日 改訂)


